
平成23年度用教科書では，以下の箇所を変更致します。

図書の記号・番号　家庭704

頁 行
1 28 1表

2 39

205

左中

左中

3 208 25
－
31 トラブルの解決　　 通信販売でトラブルにあった場合，

ジャドママーク（⇒3図） のついた商品の取り引きであれ

ば，事業者が商品の返品や交
こ う

換
か ん

に応じてくれる場合があ

ります。

　解決方法がわからなかったり，悪質なトラブルに巻き

込まれたりして困ったときは，消費者に身近な公共の相

談機関（⇒213ページ）に相談する方法があります。

　中学生に多いのは，インターネットや電話などの通信

手段を使った物やサービスに関連するトラブルです。ト

ラブルに巻き込まれないためには，取り引きの条件や返

品などの内容をしっかり確認しましょう（⇒3図）。

　方法がわからなかったり，トラブルに巻き込まれたり

して困ったときには， 消費者に身近な公共の相談機関

（⇒213ページ）に相談する方法があります。

4 211 上左
解約できるのは
どこで契約した場合？

解約できるのは
どのような場合？

※店舗で購入した品物は対象外。 ※訪問販売，電話勧誘
かんゆう

販売，マル

　チ商法，学習塾など継続
けいぞく

して受

　けるサービスなど。

　　営業所等以外の場所
　　店舗で購入した
　　品物は対象外

5 211 中左
（解約できる期間は？）

　　　　　８日間
　（マルチ商法は20日間）

　　　　　　 ８日間
  （マルチ商法などは20日間）

6 211 上中
（返品できるのは？）

　　指定されたものや
　　サービスのみ

　

　 原則として
 すべてのものやサービス

7 211 吹き
出し

クーリング・オフ

期間をすぎた場合

でも，

クーリング・オフ

の対象外の場合や

解約期間がすぎた

場合も，
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指定された物や
サービスのみ

原則としてすべての
物やサービス 削除

営業所等以外の場所 店舗で購入した
品物は対象外

削除 削除

削除

８日間

(マルチ商法は20日間)

８日間
(マルチ商法などは20日間)

削除削除

削除

削除 削除削除 削除
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